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問１ 現在、住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援については、保険者市町村の地

域包括支援センターが実施主体であるため、住所地特例施設所在市町村に所在する居宅介護支援事

業所等へ委託するなどして対応している。今般の介護保険法改正によりこれらの取扱はどのように

変わるか。 

（答） 

今般の介護保険法改正により、住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援や介護予防ケ

アマネジメントの実施主体は、施設所在市町村の地域包括支援センターとされたところ。（介護保険法

第58条第1項、第115条の45第１項柱書き） 

これにより、総合事業のみを利用する場合、介護予防給付のみを利用する場合、総合事業と介護予防

給付を併用する場合のいずれであっても、施設所在市町村の地域包括支援センターが介護予防ケアマネ

ジメント又は介護予防支援を実施することになるため、平成 27 年４月までに保険者市町村と施設所在

市町村との間でこれら変更に伴う引き継ぎ等を済ませておく必要がある。 

この引き継ぎ等は、利用者に趣旨の説明をした上で、転出入等による異動で保険者変更を伴う場合の

対応と同様に行うことが求められるものであって、この際、利用者との契約についても、施設所在市町

村の地域包括支援センターとの契約が必要であることに留意されたい。 

なお、予防給付による介護予防支援費については、施設所在市町村の地域包括支援センターの請求に

より、国保連経由で保険者市町村が給付として審査・支払いを行うことになる一方、総合事業による介

護予防ケアマネジメント費については、施設所在市町村が負担金調整依頼書を年１回国保連に提出して、

国保連が負担金として財政調整を行う予定である。 

 

※ 住所地特例適用居宅要支援被保険者の総合事業に係る介護予防ケアマネジメントに関しては、年一回の国保連を

通じた調整のため、施設所在市町村において円滑に調整できるように資料等を保存しておくことが必要。（様式につ

いては今後示す予定） 

 

 

第６ 総合事業の制度的な枠組み 
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（参考：住所地特例者に対する各サービスの実施主体） 

サービス名 改正前 H27.4～ 
(参考)総合事業の実施を猶

予する場合 

介護予防ケアマネジメント 

（旧制度：包括的支援事業） 
保険者市町村 － 施設所在市町村 

介護予防ケアマネジメント 

（新制度：総合事業） 
－ 

施設所在市町村 

※国保連経由で財源調整 

－ 

※国保連経由で財源調整 

介護予防支援 保険者市町村 
施設所在市町村 

※国保連に請求し保険者が支払 

施設所在市町村 

※国保連に請求し保険者が支払 

包括的支援事業 保険者市町村 施設所在市町村 施設所在市町村 

 

担当：老健局振興課法令係  （内線3937） 
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